
三浦市社会福祉協議会成権利擁護関連事業相関図
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苦情解決委員会
●弁護士
●社会福祉法人理事
●地域の学識経験者

←諮問
→答申

代表権を分掌し、
利益相反を回避する。

苦情処理及び
　事業運営の適正化
　　　　　　　を図る。

原則、審査会の答申を
順守する。

上記構成者による委員会を組
織し、専門性と透明性をもって
利用適否を判断する。

事業課及び各サービス所属長を除
し、総務部門による事業運営体制
の構築をめざす。
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①自己決定の尊重
②残存能力の尊重

③ノーマライゼイションの達成


